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年金たる保険給付の 受給権 者の定期報告及び 労災就学等援護費の 

受給者の定期報告に 係る事務の外部委託 ( 試行 ) について 

  
今般、 労働基準監督署における 事務の簡素合理化を 図るため、 標記定期報告に 係る事 

務について下記のとおり 試行的に覚部委託を 行 う こととしたので、 了知されたい。 

なお、 今般の外部委託に 伴 う貴局 管下の関係労働基準監督署 ( 試行署 ) の事務につい 

ては、 外部委託の趣旨を 踏まえ、 試行署と ( 財 ) 労災年金福祉協会年金相談所 ( 室 ) に 

おいて十分に 調整を行った 上で実施されるよ う 留意されたい。 

また、 委託終了後、 試行署及び年金相談所 ( 室 ) から実施結果に 係る意見、 要望等を 

とりまとめ、 別添様式により 報告されたい。 
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3  委託期間等 

第 1 回 平成 1 5 年 7 月 

第 2 回 平成丁 5 年 1 0 月 

場 所 試行署執務室内 

1 日 ( 火 ) ～平成 1 5 年 7 月 3 1 日 ( 木 ) 

1 日 ( 水 ) ～平成 1 5 年 1 1 月 2 8 日 ( 金 ) 

4  委託する事務 

労働基準監督署における 定期報告関係事務は 以下のとおりであ るが、 このうち、 

  

 
 

 
 

 
 



定期報告書 ( 添付書類を含む ) の事前点検、 督促等の事務 ( 木印の事務 ) を委託対 

象 とする。 

なお、 委託した事務については 直接携わる必要はないが、 行政の判断を 必要とす 

るものについては 行政側が対応することとする。 

(1) 受付処理 

① 未 提出者リストの 出力 

② 入力帳 票に受付年月日を 押印 

③ 未 提出者リスト @ こ 受付年月日を 記入 

(2) 形式審査 ( 事前点検 ) 

① 電話照会 ボ 

② 不備返戻 ホ 

③ 未 提出者リストに 実績を記入木 

④ 提出書類の整理 ホ 

(3) 受付入力処理 

(4) 内容審査 ( 事前点検 ) 

① 年金ファイルと 提出書類の内容との 架台ホ 
ぬ 帝 Ⅰ明ム 
ゅ せ曲 " ム 

(5) 変更情報の入力処理 

① 年金額変更通知書の 出力及び送付 

② 入力帳 票の整理 

(6) 未 送達となった 定期報告書の 措置 

① 受給権 者等への照会 ホ 

② 実地調査 

③ 支払差止処理 

(7) 未 提出者の措置 

① 督促 求 

② 実地調査 

③ 支払差止処理 

(8) 年金フアイルへの 編綴 
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別紙 

外 部 委 託 実 施 結 果 報 告 書 

00 労働局 

ェ 委託の期間及び 内容 

(1) 期間 

0 午 0 月 0 日 ～ 0 年 0 月 0 日のうち O 日間 

(2) 内容 
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Ⅰ Ⅹ つ り Ⅰ /                                                                 

① 行政側が行った た 。 ， 一 方がよいと思われる 。 業務 " 

② 委託が適していると 思われる業務 

③ その他 

  (3) 委託全般について 

3  委託の今後のあ り方 

(1) 委託実施署 数 拡大の必要性の 有無及びその 理由 

(2)  その他 
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年金たる保険給付の 受給権 者の定期報告及び 労災就学等援護費の 

受給者の定期報告に 係る事務の外部委託 ( 試行 ) について 

今般、 労働基準監督署における 事務の簡素合理化を 図るため、 標記定期報告に 係る事 

務について下記のとおり 試行的に覚部委託を 行 う こととしたので、 了知されたい。 

なお、 今般の外部委託に 伴 う貴局 管下の関係労働基準監督署 ( 試行署 ) の事務につい 

ては、 外部委託の趣旨を 踏まえ、 試行署と ( 財 ) 労災年金福祉協会年金相談所 ( 室 ) に 

おいて十分に 調整を行った 上で実施されるよう 留意されたい。 

また、 委託終了後、 試行署及び年金相談所 ( 室 ) から実施結果に 係る意見、 要望等を 

とりまとめ、 別添様式により 報告されたい。 
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3  委託期間等 

第 1 回 平成 1 5 年 7 月 

第 2 回 平成 1 5 年 1 0 月 

場 所 試行署執務室内 

1 日 ( 火 ) ～平成 1 5 年 7 月 3 1 日 ( 木 ) 

1 日 ( 水 ) ～平成 1 5 年 1 1 月 2 8 日 ( 金 ) 

4  委託する事務 

労働基準監督署における 定期報告関係事務は 以下のとおりであ るが、 このうち、 

 
 

 
 

 
 






























































